
裁判官の倫理について

下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については、これまで、永年にわたる努力の積み重ねにより高い職業

倫理が保持されてきたところであるが、この度、国家公務員倫理法が施行されたこと

にかんがみ、裁判官は、事件当事者等との関係において、同法、これに基づく政令及

び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとすること。

下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せの説明

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し、国民から厳しい批判がなさ

れ、国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになったため、

平成12年4月から国家公務員倫理法（以下「倫理法」という。）、これに基づく国

家公務員倫理規程（以下「倫理規程」という。）及び裁判所職員の倫理の保持を図る

ため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則（以下「倫理規則」という。）が施行さ

れた。

裁判官の倫理については、これまで、永年にわたる努力の積み重ねにより、裁判所

内部に良き伝統が確立され、極めて高い職業倫理が保持されてきており、この点に関

しては、広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に当たっては、

裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が確立されているこ

とや、上記の良き伝統に加えて、職務の性質上他の公務員のような不祥事が生じるこ

とが考えにくいこと等の理由から、裁判官は、同法等の適用の対象外とされた。しか

し、倫理法等の規定内容には、倫理法3条や倫理規程1条のように裁判官が行動する

際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び倫理行動基準や、倫理規則2条1

号、同条3号、同条4号及び倫理規程2条3項の利害関係者に関する諸規定並びに同

規程3条、4条1項及び5条ないし9条の規定のように裁判官の倫理保持のための具

体的行動基準としてもふさわしく、尊重すべき性質のものが含まれている。国家公務

員全体に対して厳正な服務規律の保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける

検察官等一般職の国家公務員とのバランスを考えると、裁判官においても、倫理法、
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倫理規程及び倫理規則の上記各規定の趣旨・内容を尊重して行動することが望ましい

のではないかと思われる。そして、このような姿勢を申し合せることによって、裁判

官の職務の公正に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考え

られる。

高裁長官の申合せというものの性質上、倫理法・倫理規程が定めるもののうち、倫

理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については、本申合せの対象外とし

た。また、倫理規程8条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1項に規定

される倫理監督官の承認に係る事項については、裁判官の独立性にかんがみ、裁判官

について倫理監督官制度を設けず、個々の裁判官の自律的判断に委ねることが相当で

あると考えられる。

なお、確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられてい

る行為が、本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理由で許容

されることになるものでないことは言うまでもない。また、本申合せの趣旨に照らせ

ば、本申合せで尊重すべきものとした倫理規範に触れる行為をした場合に注意等の対

象とされるか否かは、これまでと同様に、当該行為の性質等を考慮し、裁判官倫理に

照らして判断されるべきものである。

最高裁判所事務総局人事局長連絡文書（令和6年11月15日付け）

先般、裁判所から金融庁に出向中の者が、インサイダー取引の疑いで、証券取引等

監視委員会による調査を受けているとの報道がされたところです。

裁判官及び裁判所職員は、出向中であるか否かにかかわらず、裁判所に対する信頼

を損なうことのないよう、株式等の取引を行うに当たっては、国民からの疑惑や不信

を招くような行為は厳に慎むべきですし、ましてやインサイダー取引規制に抵触する

行為をするようなことは、決してあってはなりません。職務の遂行に当たり、機微な

情報に接する機会が生じるような場合には、一層の留意をする必要があります。

ついては、この趣旨を所属の裁判官及び裁判所職員に周知徹底させるとともに、よ

り一層の綱紀の保持を図ってください。
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● 参考

ここに示す解釈及び具体的事例は、倫理法等に関する人事院の解釈や、これまで各庁

から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき、最高裁人事局において参考のため

に取りまとめたものである。

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして、倫理規則2条1号、同条3号、同条4号

及び倫理規程2条3項所定の者に相当する者をいう。

（1）倫理規則2条1号（事件当事者）関係

自己の担当する事件の当事者、その代理人、被告人、その弁護人や起訴検事、公

判立会検事は利害関係者に当たる｡利害関係者についての倫理規則の規定は限定列

挙であるから、例えば、決裁官たる検事正等のように当事者等に対して監督的立場

にある者であっても、利害関係者には当たらない。

その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者該当性については

別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は、事件係属の時から事件の確定又は上訴

による移審等により、事件を担当する可能性がなくなる時までである。

なお、事件の当事者となろうとしていることが明らかである者も利害関係者に当

たる。これは､現在事件の当事者となっていないが、通常の注意力をもってすれば、

将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。「当事者」になろ

うとする者のみが問題となり、弁護人等になろうとする者は該当しない。

（2）倫理規則2条3号(裁判以外の不利益処分の名あて人)及び倫理規則2条4号(契

約締結者）関係

これら各号は、司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問題と

なる。

3号関係の具体例としては、国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法18条

6項による使用許可の取消処分が、4号関係の具体例としては、物品納入契約、役

務調達契約及び工事請負契約がある。

これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって、処分の名あて人や契

約の相手方は利害関係者となる。

（3）倫理規程2条3項（影響力の行使）関係
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他の職員又は裁判官の利害関係者が、これらの者に対する当該裁判官の官職に基

づく影響力を行使させることにより自らの利益を図るために、当該裁判官と接触し

ていることが明らかな場合、右の者は同裁判官にとっても利害関係者に当たる。

例えば、事件の当事者が、部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事件担

当書記官に行使させることで､同書記官から有利な取扱いを受けるために同裁判官

と接触していることが明らかな場合は､右の当事者は同裁判官にとって利害関係者

となる。

本項の場合、利害関係者の上記目的が明らかであればよく、当該裁判官の官職が

職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない。

（4）その他

以下の各団体については、当該団体自体が(1)ないし(3)のいずれかの要件を充足す

る場合には利害関係者となるが、それ以外の場合は利害関係者に当たらない（当該

団体構成員の一部が利害関係者であるときは､構成員個々に対する関係でのみ考え

ればよい。）。

日本弁護士連合会及び各単位弁護士会、日本司法書士会連合会及び各単位司法書

士会、（財）法曹会、（財）司法協会、日本裁判所書記官協議会、全国家庭裁判所

調査官研究協議会、（財）日本調停協会連合会及び各調停協会等

2 利害関係者との間で禁止される行為等

利害関係者との間で禁止される行為、禁止行為の例外、留意点については、別紙2

のとおり

3 利害関係者との間で問題となり得る行為

（1）飲食を伴う会合について

● 利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない（倫理規程

3条1項6号参照）。

「供応」とは酒食によるもてなしのこと。「接待」は酒食以外の方法によるも

てなしのこと。

● 職務として出席した会議において、利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物の提

供を受けること、若しくは、多数の者（20名程度以上）が出席する立食パーテ

ィーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けることは、倫理規程に触れる

ことはない（同規程3条2項5号ないし7号参照）。
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● 利害関係者であっても、私的な関係(裁判官としての身分にかかわらない関係）

がある場合には、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並

びにその行おうとする行為の態様等により、公正な職務の執行に対する国民の疑

惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、当該利害関係者から供応

接待を受けることができる（同規程4条1項参照）。

● 自己の飲食に要する費用について自分で費用を負担するか、又は利害関係者以

外の第三者が費用を負担するのであれば､利害関係者と共に飲食することは、原

則として問題ない（同規程8条参照）。しかし、倫理規程上問題がない場合であ

っても、事件関係者との飲食については、裁判官倫理上おのずから別論とされる

であろう。

● 地家裁所長や高裁事務局長が、調停運営協議会等の懇親会に招待されて会合に

参加する場合には､同会等の構成員に利害関係者が含まれていても､会合の趣旨・

目的に照らし、許容されることが多いであろう。

（2）講演・執筆等について

● 利害関係者からの講演・執筆等の依頼については、公正な職務の執行に対する

国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することとなる(倫理規程

9条1項参照）。

この判断に際しては、利害関係者の性格（公的団体か否か等）・利害関係の原

因となる事件の性格・依頼がなされた経緯（事件についての便宜供与等を期待し

たものと見られる事情があるか否か等）・依頼内容（一般的な知識の提供や研修

的性格なものか否か等）等を考慮することになるが、利害関係者からの依頼は原

則的には断ることが望ましいであろう。

なお、この場合の報酬については、講演の場合1時間あたり2万円程度、執筆

の場合400字あたり4000円程度を超えないことが基準とされている(同条

2項・12．4．6人能A6号倫理監督官通達参照）。

4 その他

（1）監修料

補助金や国が支出する費用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機関

が過半数を買い入れる書籍等については､その監修や編さんを行ったことに対する

報酬を受けることはできない（同規程6条参照）。
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（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

● 他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知り

ながら、その利益を受け取ったり、享受することはできない（同規程7条1項参

照）。

● 倫理法等に違反する疑いのある事実について、虚偽の申述をしたり、隠ぺいす

ることはできない（同規程7条2項参照）。

● 部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない（同規程

7条3項参照）。

以上に掲げられた倫理法、倫理規程、倫理規則及び通達の参照条文のほか、平成12

年4月6日付人能A6号倫理監督官通達、同日付人能A7号人事局長通達の各参照条文

該当箇所を参考にされたい。

略語：倫理法＝国家公務員倫理法、倫理規程＝国家公務員倫理規程

倫理規則＝裁判所職員倫理規則
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別 紙 1

利害関係者該当性（倫理規則2条1号関係）一覧表

I

該当性判断にあたって特に考慮された要素該当性事件関係人事件類型

事件当事者(原告･被告･申立人

相手方･被告人･被疑者･検察官

等）

○全事件共通

代理人･弁護人 ○

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）鑑定人･通訳人

証人
J

X

閲覧謄写申請人 ×

明文上裁判所の監督権がある破産管財人破産事件

手続上の権利を行使す-る者である破産債権者･財団債権者 C

事件の当事者である所有者
（
）

執行事件

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される民訴法120条所定の命

令の取消によるもので,職権解任ではない

評価人 ×

手続上の権利を行使する者である催告に応じて届出をした債権者

買受申出人.買受人

C

事件の当事者である第三債務者

手続上の権利を行使する者である会社更生事件 更生債権者･担保権者 C

評決権等行使の場合は手続上の権利を行使する者である株主

明文上裁半|｣所の監督権がある保全管理人．監督委員･調査委

員･管財人

○

執行官事務 執行官補助者(技術者･事務員） ×

公判手続に参加するときは事件の当事者被害者刑事事件 △

押送担当職員

保護観察官 Y

家事事件 不在者財産管理人･相続財産管

理人･後見人･保佐人･後見監督

人･保佐監督人･補助監督人

明文で裁判所が職権で解任できるとしている(弓

特別代理人･臨時保佐人･臨時補

助人

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能

市役所職員･児童相談所職員 事件の申立人となるときは事件の当事者

少年事件 附添人 ○

送致した検察官等

少年鑑別所職員･保護観察官･保

護司･補導委託先関係者

×

少年院職員 収容継続申立事件のときは事件の当事者

被害者 審判手続に参加するときは事件の当事者
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別 紙 2

利害関係者との間で禁止される行為等

禁止行為

(倫理規程3条1項）

禁止行為の例外

（倫理規程3条2項）
留 意 点

（第1号）

利害関係者から金銭、
物品又は不動産の贈与

（せん別、祝儀、香典又
は供花その他これらに

類するものとしてされ
るものを含む。）を受け
ること。

職員の親族の葬式に際し、香典を持参した者が

職員の利害関係者である場合には、他の親族と

の関係で香典を持参したものと考えられる場

合を除き、職員が喪主であるか否かに関わら

ず、職員あての贈与が利害関係者からなされた

ものとして取り扱われる。

葬式の際に受付の者が職員の利害関係者に該当

するかどうかを判断することは不可能である

ため利害関係者からの香典を受け取った場合

については、葬式後、他の親族との閨係で香典

を持参したものと判明した場合を除き、速やか

に利害関係者に返却すれば、金銭の贈与には該

当しないものとして取り扱われる。

「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配

布するためのもの」としては、カレンダー、手

帳、手拭い等が該当する。

（第1号）

利害関係者から宣伝用物品又は記念品であ

って広く一般に配布するためのものの贈与を

受けること。

（第2号）

多数の者が出席する立食パーティーにおい

て、利害関係者から記念品の贈与を受けるこ

と。

（第2号）

利害関係者から金銭
の貸付けを受Iナること。

金融機関が利害関係者に該当する場合、一顧客

として貸付けを受けることは許される。

利害関係者である金融機関から貸付けを受ける

場合でも、無利子又は利率が著しく低く設定さ

れる場合には、財産上の利益を受けることとな

り、禁止される。

「利害関係者の負担により」とは、費用負担は

利害関係者であるが、実際には第三者が貸付け

をすることをいう。

禁止行為の例外

職員が訪問の目的を達成する上でやむを得ず

必要となるものに限定されており、例えば、裁

判所との連絡のための電話やFAXを使用す

ることが該当する。

（第3号）

利害関係者から又は
利害関係者の負担によ
り、無償で物品又は不動
産の貸付けを受けるこ

と。

（第3号）

職務として利害関係者を訪問した際に、当該

利害関係者から提供される物品を使用するこ

と。

「役務の提供」とは、広くサービスを提供する

ことであり、例えば、ハイヤーを回してもらっ

て、移動の便宜を受けることなどが該当する。

「自動車の利用」は、山間地域の交通不便地に

赴く場合等、当該利害関係者の事務所等の周囲

の交通事情その他の事情から当該自動車の利

用が相当と認められる場合に限られる。

（第4号）
利害関係者から又は

利害関係者の負担によ
り、無償で役務の提供を

受けること。

（第4号）

職務として利害関係者を訪問した際に、当該

利害関係者から提供される自動車（当該利害関

係者がその業務等において日常的に利用して

いるものに限る。）を利用すること。
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禁止行為の例外

(倫理規程3条2項）

禁止行為

(倫理規程3条1項）
留 意 点

（第5号）

利害関係者から未公
開株式を譲り受けるこ
と。

（第6号）

利害関係者から供応

接待を受けること。

（第5号）

職務として出席した会議その他の会合におい

て、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

（第6号）

多数の者が出席する立食パーティーにおいて、

利害関係者から飲食物の提供を受けること。

（第7号）

職務として出席した会議において、利害関係者

から簡素な飲食物の提供を受けること。

「供応」とは、酒食をもってもてなすこと、

「接待」とは、酒食以外の方法により他人を

もてなすことをいう。

湯茶、茶菓の提供は接待に該当する。

弁護士会等との協議会において、職員が担当

している事件の代理人が含まれていたとし

ても、一緒に飲食することができる。ただし、

自己の飲食に要する費用が1万円を超える

ときは、あらかじめ、倫理監督官等に届け出

なければならない。

（第7号）
利害関係者と共に遊
技又はゴルフをするこ
と

風俗営業法

｢遊技」をい

「遊技」とは、麻雀、パチンコ等

2条1項7号及び8号に規定す~る

う。

（第8号）

利害関係者と共に旅
行（公務のための旅行を
除く。）をすること。

（第9号）

利害関係者をして、第
三者に対し前各号に掲

げる行為をさせること。
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